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令和６年第２回湧別町議会臨時会会議 

 

 

 令和６年２月９日湧別町議会議場に招集された。 

 

１ 応招議員は次のとおりである。 

１番 関 野 一 良   ２番 高 田 映 二   ３番 加 藤 政 弘 

４番 村 川 勝 彦   ５番 下 田 英 人   ６番 酒 井 純 一 

７番 脇 坂 敏 夫   ８番 小 形 秀 和   ９番 檜 山 洋 一  

 １０番 山 本 栄 子  １１番 村 田 一 志   

 

２ 不応招議員 

  なし。 

 

３ 出席議員は次のとおりである。 

１番 関 野 一 良   ２番 高 田 映 二   ３番 加 藤 政 弘 

４番 村 川 勝 彦   ５番 下 田 英 人   ６番 酒 井 純 一 

７番 脇 坂 敏 夫   ８番 小 形 秀 和   ９番 檜 山 洋 一 

１０番 山 本 栄 子  １１番 村 田 一 志   

 

４ 欠席議員 

  なし。 

 

５ 地方自治法第１２１条の規定により議案の説明のため出席を求めた者及び説明の委任を受けて本

会議に出席する者は、次のとおりである。 

町長 刈田智之、副町長 因洋史、総務課長 石塚謙太郎、企画財政課長 猪熊広樹、企画財政

課未来づくり担当課長 斉藤健悟、住民税務課長 細川徳之、農政課長 池田孔紀、農政課参事 

山川渉、商工観光課長 松下一彦、建設課長 北林孝之、建設課参事 細川聡、会計管理者 梅

津茂樹、出納課長 梅津茂樹、水道課長 出口幹敏、水道課参事 細川聡、福祉課長 前野和憲、

福祉課参事 森野博之、健康こども課長 大塚幸夫、健康こども課児童支援担当課長 牧村宣幸、

水産林務課長 井上道也、総務課総務グループ主幹 中川友広、企画財政課財政グループ主幹 西

海谷巧、福祉課福祉グループ主幹 鈴木俊一、企画財政課財政グループ主査 峯田実、教育委員

会教育長 阿部勉、教育総務課長 大口貢、教育総務課参事 澁谷順、教育総務課給食センター

所長 根子敏男、社会教育課長 坂本雄仁、社会教育課参事 中島一之、教育総務課教育管理グ

ループ主幹 佐藤美貴、教育総務課学校教育グループ主幹 大西久践、教育総務課学校教育グル

ープ主幹 宍戸和幸、社会教育課社会教育グループ主幹 藤本祐司、社会教育課図書館長 中島



一之、社会教育課ふるさと館ＪＲＹ館長 中島一之、農業委員会会長 吉村智之、農業委員会事

務局長 宮本則幸、代表監査委員 水野豊、監査委員事務局長 近藤康弘、監査委員事務局次長 

藪悟志、選挙管理委員会委員長 森谷重俊 

 

 

６ 本会議の書記は、次のとおりである。 

    議会事務局長 近藤康弘、事務局次長 藪悟志 

  



会 議 に 付 し た 事 件 
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令和６年第２回湧別町議会臨時会 

 

  議事日程（第１日）  

令和６年２月９日  

日程第  １         会議録署名議員の指名  

日程第  ２          会期の決定  

日程第  ３         諸般の報告  

日程第  ４  議案第  １号  令和５年度湧別町一般会計補正予算  

日程第  ５  議案第  ２号  湧別町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制

定について  
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        開  会  宣  告（１０：００）  

〇議   長  ただいまの出席議員は 11名でございます。  

 これより令和６年第２回湧別町議会臨時会を開会いたします。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 議事日程でございますが、皆様のお手元に配付してあります日程により会議

を進めたいと思いますので、よろしくご協力お願いいたします。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第 127条の規定によって、７番脇坂君、８番小形

君を指名いたします。  

 日程第２、会期の決定を議題といたします。  

 会議に先立ち議会運営委員会が開催されておりますので、議会運営委員長よ

りその結果の報告を願います。  

 ７番、脇坂君。  

                （議会運営委員長結果報告）  

〇議   長  議会運営委員長の報告のとおり、会期は本日１日間とすることに

ご異議ありませんか。  

〇全   員    （異  議  な  し）  

〇議   長  異議なしと認めます。  

 したがって、本臨時会の会期は本日１日間とすることに決定をいたしました。 

 日程第３、これから諸般の報告を行います。  

 事務局長をして報告いたさせます。  

 局長。  

〇議会事務局長  諸般の報告を申し上げます。  

今臨時会に提出されております案件は、町長提出といたしまして、予算１件、

条例１件であります。  

 次に、議案等説明員の関係でありますが、今臨時会に議案等説明のため出席

を求めた執行者と執行者の委任を受けて出席する職員は、お手元に配布してあ

ります報告書のとおりであります。  

 次に、監査委員から 12月分の例月出納検査について異常がない旨、議長に報

告書が提出されております。  

 次に、去る１月 12日の令和６年第１回町議会臨時会終了後から、本日までの

議会及び委員会活動等についてご報告いたします。  

１月 12日、緑町お食事処リボンにおいて、湧別町商工会新年交礼会が開催さ

れ、これに議長が出席いたしております。  

 １月 30日、広報編集特別委員会が開催されました。  

 ２月６日、遠軽町において、第 38回湧別原野オホーツククロスカントリース
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キー大会実行委員会臨時総会が開催され、これに議長が出席いたしております。 

 ２月９日、議会運営委員会が開催されました。  

 以上で、諸般の報告を終わります。  

〇議   長  これで諸般の報告を終わります。  

 日程第４、議案第１号を議題といたします。  

 事務局長をして議案の朗読をいたさせます。  

局長。  

〇議会事務局長  議案第１号、令和５年度湧別町一般会計補正予算。  

〇議   長  提案者の説明を求めます。  

 企画財政課長。  

                （企画財政課長提案理由説明）  

〇議   長  これから質疑を行います。  

４番、村川君。  

〇 ４   番  能 登 半 島 地 震 に 対 す る 義 援 金 の 関 係 な の で す が 、 う ち の 町 で 200

万だすということなのですけれども、地域の町村等のいろいろ調整しながらや

っているのかという気もしますけれども、これについては町単独で考えて出し

ているものかどうかというのをお聞きしたいと思います。  

〇総務課長  ただいまの村川議員からのご質問、義援金の関係でありますけれ

どもお答えをいたします。説明にもありましたとおり管内の他市町村の状況を

見ながら本町の義援金の金額を決めさせていただいてございます。それで管内

状況いきますと 15町村ありますけれども、300万円出すとことが４町、それから

200万円というところが本町を含む２町、そして 100万円を出すところが６町、

それから 50万円を出すところが３町ということで、町村はそのような状況とな

ってございます。また、そのほか３市、網走、北見、紋別市ございますけれど

も、そちらについては各 300万円を支出するということでおさえてございます。

以上でございます。  

〇議   長  ４番、村川君。  

〇４   番  よくわかりました。この内容がうちの町独自でやるのか、他町村

との状況見ながらやっているのかということだけお聞きしたくて、全く単独の

考えでやるのだと言われればもう少しあってもいいのではないかとか、そうい

う議論になるものだから。この説明のときもこのような内容が入ってくればわ

かりやすくていいかなと思いますのでよろしくお願いいたします。  

〇議   長  ほかに質疑ありませんか。  

これで質疑を終了いたします。  

これから討論を行います。  

〇全   員    （な  し）  
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〇議   長  討論がございませんので、本案は原案のとおり決定することにご

異議ございませんか。  

〇全   員    （異  議  な  し）  

〇議   長  異議なしと認めます。  

 したがって、本案は原案のとおり決定いたしました。  

日程第５、議案第２号を議題といたします。  

 事務局長をして議案の朗読をいたさせます。  

局長。  

〇議会事務局長  議案第２号、湧別町手数料徴収条例の一部を改正する条例の

制定について。  

〇議   長  提案者の説明を求めます。  

 住民税務課長。  

                （住民税務課長提案理由説明）  

〇議   長  これから質疑を行います。  

９番、檜山君  

〇９   番  １点ほどお伺いいたします。本来本籍地から取らなければならな

い戸籍の部分が地元でとれるということで、町民には大変便利になるのかなと

いうふうに思いますが、この手数料というのはどういうような流れで、本来で

すと交付市町村にその手数料が入るわけですが、どういうような流れでどこの

収入になるのかお聞きをいたします。また、この交付は即日交付は可能という

ことで理解してよろしいのでしょうか、お聞きをいたします。  

〇議   長  住民税務課長。  

〇住民税務課長  檜山議員のご質問にお答えしたいと思います。  

 戸籍の広域交付については手数料の収入先は戸籍を交付を求めに行った市町

村、つまり湧別町で他の町の戸籍を取ろうとすると、うちの町に手数料が入る

ということでございます。それから交付につきましては、運用の中でまだ不透

明な部分がありまして恐縮ですが、ちょっとお時間をいただきたいと思います。  

すいません、確認が取れました。  

 交付につきましては即日交付となります。以上でございます。  

〇議   長  ほかに質疑ありませんか。  

 これで質疑を終わります。  

これから討論を行います。  

〇全   員    （な  し）  

〇議   長  討論がございませんので、本案は原案のとおり決定することにご

異議ございませんか。  

〇全   員    （異  議  な  し）  
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〇議   長  異議なしと認めます。  

 したがって、本案は原案のとおり決定いたしました。  

これで本日の日程は全部終了いたしました。  

 会議を閉じます。  

 令和６年第２回湧別町議会臨時会を閉会いたします。  

        閉  会  宣  告（１０：２０）  




